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　平成１７年第２回定例会は、６月１６日に招集され、会期を２日間と決め、承認２件、発議１件、議案５件、
意見案４件を審議し、全て原案のとおり可決し会期を１日残して閉会しました。
　なお、審議された議案の主な内容は、次のとおりです。
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地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

五
月
三
十
一
日
付
け
で
専
決
処
分

し
た
も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
平
成
十
六
年
度
の
国

保
会
計
が
年
度
末
で
歳
入
不
足
と

な
る
こ
と
か
ら
、
前
年
度
繰
上
げ

充
用
と
し
て
二
一
、
〇
九
六
千
円

を
追
加
し
た
も
の
で
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

　

地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、

六
月
九
日
付
け
で
専
決
処
分
し
た

も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
町
行
政
発
展
に
寄
与

貢
献
さ
れ
、
平
成
元
年
に
鹿
部
町

名
誉
町
民
と
な
ら
れ
ま
し
た
、
元

鹿
部
町
長
、
川
村
秀
次
氏
の
逝
去

に
伴
い
、
そ
の
功
績
に
対
し
弔
慰

金
を
贈
る
予
算
で
、
二
、
〇
〇
〇

千
円
を
追
加
措
置
し
た
も
の
で
す
。
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本
条
例
の
一
部
改
正
は
、
当
町

の
行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
に
当

た
っ
て
、
議
員
自
ら
の
問
題
と
し

て
と
ら
え
、
昨
年
よ
り
議
員
定
数

と
並
行
し
協
議
を
重
ね
て
き
た
も

の
で
、
こ
の
六
月
議
会
で
議
員
報

酬
を
約
十
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
下
げ

を
提
案
し
全
会
一
致
で
可
決
し
た

も
の
で
す
。

　

こ
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
平
成

十
七
年
度
予
算
で
二
、
四
一
八
千

円
の
削
減
、
平
成
十
六
年
度
当
初

予
算
と
平
成
十
七
年
度
当
初
予
算

比
較
で
一
七
、
三
六
七
千
円
の
削

減
と
な
り
ま
す
。
こ
の
条
例
の
施

行
は
本
年
七
月
一
日
と
し
た
。
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※議員報酬等の年平均引き下げ率は、約１５％となります。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
一
七
、

八
〇
〇
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
を
、
二
、
六
七
〇
、
四
九
二
千

円
と
し
ま
し
た
。

　

内
容
は
、
老
人
い
こ
い
の
家
建

替
え
設
計
業
務
委
託
料
一
〇
、
四

五
〇
千
円
の
追
加
が
主
で
す
。
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歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
一
、
三

六
三
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額

を
六
三
五
、
〇
四
六
千
円
と
し
ま

し
た
。

　

内
容
は
、
平
成
十
一
年
四
月
か

ら
社
会
保
険
に
加
入
し
て
い
た
方

が
、
国
民
健
康
保
険
の
異
動
届
を

本
年
六
月
に
行
っ
た
た
め
、
遡
及

し
て
保
険
税
を
還
付
す
る
も
の
で

す
。
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補
正
予
算
額
は
、
二
、
〇
四
〇

千
円
の
追
加
で
あ
り
ま
す
。

　

内
容
は
、
人
事
異
動
に
伴
う
人

件
費
の
精
査
に
よ
る
も
の
で
す
。
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内
容
は
、
地
方
公
務
員
法
の
一

部
が
改
正
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体

の
長
が
、
条
例
に
よ
り
人
事
行
政

の
運
営
等
の
状
況
に
つ
い
て
任
命

権
者
か
ら
報
告
を
受
け
、
そ
れ
を

取
り
ま
と
め
、
そ
の
概
要
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な

っ
た
た
め
に
、
当
該
条
例
を
制
定

し
た
も
の
で
す
。

　

尚
、
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七

年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
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取
得
の
目
的
は
、
役
場
の
各
種

行
政
事
務
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス

テ
ム
の
更
新
と
、
シ
ス
テ
ム
の
根

幹
を
な
し
て
い
る
住
民
基
本
台
帳

シ
ス
テ
ム
を
中
心
に
印
鑑
登
録
シ

ス
テ
ム
や
各
種
福
祉
医
療
シ
ス
テ

ム
、
税
務
シ
ス
テ
ム
や
水
道
シ
ス

テ
ム
、
給
与
シ
ス
テ
ム
や
財
務
会

計
シ
ス
テ
ム
な
ど
役
場
庁
舎
内
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
ほ
と

ん
ど
の
一
元
化
を
図
る
も
の
で
す
。
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四
件
の
意
見
書
を
可
決
し
、
関

係
省
庁
等
へ
提
出
し
ま
し
た
。
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第
三
回
臨
時
会
は
、
四
月
二
十

二
日
に
開
催
さ
れ
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
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主
な
内
容
は
、
冬
の
降
雪
が
例

年
の
積
雪
量
を
大
幅
に
上
回
り
今

年
３
月
の
中
旬
に
な
っ
て
も
除
雪

を
要
す
る
降
雪
が
あ
り
、
こ
れ
に

係
る
除
雪
委
託
料
の
追
加
措
置
を

行
っ
た
も
の
で
す
。
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
プ
ー
ル
屋
外

ト
ッ
プ
ラ
イ
ト
ガ
ラ
ス
補
修
工
事

請
負
費
と
し
て
一
、
二
九
二
千
円

を
追
加
し
た
も
の
で
す
。
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行
政
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、

役
場
の
組
織
機
構
に
つ
い
て
、
見

直
し
を
図
る
も
の
で
す
。

詳
し
く
は
広
報
し
か
べ
六
月
号
で

お
知
ら
せ
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
五

月
二
十
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま

す
。
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地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、

当
町
の
税
条
例
等
の
一
部
改
正
と

規
定
の
整
備
を
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四

月
一
日
と
平
成
十
八
年
一
月
一
日

か
ら
適
用
と
な
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
役
場
税
務
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
願
い
ま
す
。
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こ
の
条
例
は
、
平
成
七
年
三
月

三
十
一
日
に
制
定
さ
れ
、
半
島
地

域
の
企
業
立
地
促
進
の
た
め
の
不

均
一
課
税
に
対
応
し
て
ま
い
り
ま

し
た
が
、
本
年
の
三
月
三
十
一
日

を
も
っ
て
十
年
間
の
時
限
が
到
来

し
失
効
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二

十
五
日
の
国
会
に
お
い
て
半
島
振

興
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
新
た
に

課
税
の
対
象
と
な
る
固
定
資
産
に

「
旅
館
業
」
が
追
加
さ
れ
、
更
に

十
年
間
延
長
の
時
限
立
法
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
新
条
例
を
制
定
し

た
も
の
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
四
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月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
、
平
成
二

十
七
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
、

失
効
と
な
り
ま
す
。
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鹿
部
町
課
設
置
条
例
の
全
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
伴
い
、

町
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改

正
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
五

月
二
十
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま

す
。
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第
四
回
臨
時
会
は
、
五
月
十
八

日
に
開
催
さ
れ
、
次
の
事
項
に
つ

い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
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小
玉
教
育
長
が
平
成
十
七
年
五

月
三
十
一
日
を
も
っ
て
勇
退
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
後
任
と

し
て
小
澤
節
男
氏
（
建
設
水
道
課

長
）
の
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

に
同
意
し
た
も
の
で
す
。
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行
政
組
織
体
制
の
見
直
し
を
行

い
、
行
財
政
改
革
を
推
進
す
る
た

め
、
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
収

入
役
制
を
廃
止
し
、
地
方
自
治
法

で
定
め
る
収
入
役
の
権
限
に
属
す

る
事
務
を
助
役
に
兼
掌
さ
せ
る
条

例
の
制
定
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
六

月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
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鹿
部
町
収
入
役
事
務
兼
掌
条
例

の
制
定
に
伴
い
、
収
入
役
の
事
務

を
兼
掌
す
る
助
役
の
補
助
組
織
に

関
す
る
規
則
第
一
条
に
お
い
て
出

納
室
を
置
く
こ
と
か
ら
、
鹿
部
町

議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正

し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
七
年
六

月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
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①
鹿
部
・
本
別
・
出
来
澗
漁
港
の

利
用
状
況
に
つ
い
て

②
浄
水
場
施
設
の
視
察

③
町
有
林
の
復
旧
状
況
に
つ
い
て
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平
成
十
七
年
五
月
十
日
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現
地
視
察
後
、
提
出
の
あ
っ
た

資
料
に
基
づ
き
、
担
当
課
か
ら
説

明
を
受
け
質
疑
を
行
っ
た
。
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現
地
視
察
を
実
施
し
た
結
果
、

各
漁
港
は
有
効
に
利
用
さ
れ
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

視
察
時
は
満
潮
の
た
め
確
認
で
き

な
か
っ
た
が
、
鹿
部
・
本
別
漁
港

の
海
底
に
堆
積
物
が
溜
ま
り
、
船

底
が
擦
れ
る
状
態
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
漁
業
者
か
ら
は
浚
渫
を
希
望

す
る
声
が
多
い
と
い
う
。

　

鹿
部
漁
港
に
つ
い
て
は
、
衛
生

管
理
型
漁
港
を
整
備
す
る
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
本
別
漁
港
に
つ

い
て
は
、
海
底
浚
渫
に
対
す
る
補

助
メ
ニ
ュ
ー
が
な
い
た
め
に
、
町

単
独
で
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
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莫
大
な
資
金
が
必
要
と
な
る
こ
と

か
ら
、
早
期
解
決
に
向
け
関
係
機

関
へ
の
強
力
な
要
請
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
、
堆
積
物
等
を
一
時
保

管
す
る
場
所
の
確
保
な
ど
も
課
題

と
な
る
こ
と
か
ら
対
策
に
つ
い
て

検
討
を
図
ら
れ
た
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	

　

今
回
、
視
察
し
た
施
設
は
、
湯

ノ
沢
圧
送
ポ
ン
プ
室
、
鹿
部
川
取

水
場
、
沈
砂
地
、
着
水
井
、
浄
水

場
（
緩
速
ろ
過
地
）、
湯
ノ
沢
ポ
ン

プ
室
、
本
別
圧
送
ポ
ン
プ
室
の
七

施
設
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
施
設

も
適
切
に
管
理
運
営
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

　

事
業
の
性
格
上
、
衛
生
面
に
は

細
心
の
注
意
を
払
い
、
事
業
運
営

す
る
必
要
が
あ
る
。
又
、
施
設
内

に
入
室
す
る
際
に
は
、
履
き
物
を

消
毒
す
る
な
ど
の
衛
生
管
理
を
徹

底
さ
れ
た
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



　

平
成
十
六
年
九
月
八
日
の
台
風

十
八
号
に
よ
る
町
有
林
の
風
倒
木

被
害
を
受
け
た
面
積
は
、
五
四
。

四
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
内
訳
は
宮

浜
学
校
林
四
三
。
八
一
ヘ
ク
タ
ー

ル
、
自
然
と
健
康
の
森
付
近
〇
。

六
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
ム
サ
ワ
・
城

部
沢
二
。
六
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
分

収
林
七
。
三
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
激
甚
災
害
の
指

定
を
受
け
、
平
成
二
十
年
ま
で
に

復
旧
す
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
の

進
捗
状
況
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

る
。

　

当
町
に
お
け
る
風
倒
木
処
理
に

対
す
る
対
応
は
迅
速
だ
っ
た
も
の

の
、
道
南
地
方
で
二
十
年
ぶ
り
と

言
わ
れ
る
大
雪
に
よ
り
事
業
着
手

が
大
幅
に
遅
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

新
聞
に
は
七
飯
町
、
森
町
、
鹿
部

町
の
復
旧
が
遅
い
と
の
記
事
も
掲

載
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
早
期
復
旧

が
望
ま
れ
る
。

�
�
�
�
�

　

教
育
関
連
施
設
（
幼
稚
園
、
小

学
校
、
中
学
校
、
山
村
広
場
、
プ

ー
ル
、
総
合
体
育
館
、
給
食
セ
ン

タ
ー
）
の
視
察
に
つ
い
て

�
�
�
�
�
�

　

平
成
十
七
年
五
月
十
一
日

�
�
�
�
�

　

現
地
視
察
後
、
質
疑
を
行
っ
た
。
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幼
稚
園
に
つ
い
て
は
、
三
月
定

例
会
に
お
い
て
、
質
問
の
あ
っ
た

通
園
路
の
補
修
整
備
で
あ
る
が
、

既
に
発
注
済
み
で
あ
る
と
の
こ
と

で
あ
り
、
安
全
な
通
園
に
万
全
の

対
策
を
望
む
。
ま
た
、
玄
関
入
口

に
小
屋
根
的
な
も
の
を
取
り
付
け
、

雨
の
進
入
を
防
ぐ
よ
う
対
策
を
講

じ
ら
れ
た
い
。

　

小
学
校
に
つ
い
て
は
、
特
に
施

設
等
に
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
が
、

高
学
年
の
靴
箱
が
、
や
や
小
さ
く

改
修
を
必
要
と
す
る
こ
と
か
ら
、

利
用
し
や
す
い
よ
う
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　

山
村
広
場
の
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
四
月

か
ら
町
外
者
の
有
料
化
が
開
始
さ

れ
、
大
き
な
混
乱
は
な
い
も
の
の
、

適
正
な
運
営
に
努
め
ら
れ
た
い
。

ま
た
、
不
審
者
に
よ
る
施
設
の
い

た
ず
ら
行
為
が
後
を
絶
た
な
い
こ

と
か
ら
、
管
理
面
に
お
い
て
適
正

な
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　

中
学
校
・
体
育
館
・
給
食
セ
ン

タ
ー
に
お
い
て
は
、
施
設
等
に
、

特
に
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
が
、

管
理
運
営
に
万
全
を
期
す
こ
と
を

望
む
。

　

プ
ー
ル
は
、
冬
期
間
に
破
損
し

た
天
窓
の
改
修
後
に
つ
い
て
見
学
。

今
後
も
安
全
管
理
に
努
め
ら
れ
た

い
。
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�
（開催日が近くなりましたら町防災無線でお知らせします。）

��������	
�

傍聴席の入り口にある傍聴人名簿に住所と氏名を記入するだけです。
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